
Title 蠟山政道氏他數氏著『近代國家論 (第一部權力) 』
Sub Title M. Royama and others : The theory of modern state (part I, power)
Author 多田, 眞鋤(Tada, Masuki)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1952

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.25, No.2 (1952. 2) ,p.58- 62 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19520215-0058

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


　
　
　
　
紹
介
と
批
評

蝋
山
政
道
氏
他
藪
氏
著

『
近
代
國
家
論
（
笙
部
樺
力
）
』

　
e
　
政
治
學
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
の
、
政
治
學
、
法
律
學
者
の
協
同
研
究

に
よ
る
「
組
織
的
分
析
と
考
察
」
は
、
我
國
に
お
い
て
僅
か
に
二
十
敷
年
前
未

完
結
乍
ら
も
刊
行
せ
ら
れ
た
「
政
治
學
全
集
」
の
み
を
以
て
他
に
そ
の
試
行
を

認
め
得
な
い
。
そ
の
理
由
は
種
々
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
5
が
、
先
ず
政
治
學
そ

の
も
の
の
學
的
性
格
が
他
の
隣
接
諸
杜
會
科
學
に
比
し
て
、
現
象
に
關
す
る
人

間
意
思
の
作
用
を
輕
覗
し
得
ぬ
面
も
あ
り
、
且
又
、
文
化
偵
値
關
係
科
學
と
し

て
没
贋
値
的
方
法
論
に
立
脚
し
き
れ
ぬ
面
の
存
在
す
る
事
は
不
可
避
の
問
題
で

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
斯
學
を
志
向
す
る
側
に
お
い
て
も
、
各
者
各
檬
の
方
法
論

を
以
て
イ
デ
オ
・
ギ
ー
に
よ
る
相
剋
が
存
在
し
・
所
謂
「
＝
o
日
o
悶
o
弊
涛
8
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
二
哨
三
）

想
定
の
困
難
性
に
遭
遇
す
る
か
ら
で
あ
る
。
・
政
治
學
の
封
象
た
る
政
治
現
象
を

一
定
の
場
に
お
い
て
把
握
し
1
假
に
そ
の
場
を
一
個
の
ユ
ニ
ヅ
ト
と
し
て
i

ー
そ
の
場
に
お
け
る
政
治
現
象
に
科
學
的
分
析
を
施
行
せ
ば
、
「
構
造
科
學
と
し

て
の
政
治
學
」
の
成
立
が
或
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

　
然
し
、
複
雑
な
複
合
現
象
で
あ
る
肚
會
現
象
に
お
い
て
、
政
治
現
象
の
み
を

他
の
現
象
よ
り
嚴
別
し
て
し
ま
5
と
い
弓
事
自
膣
が
抽
象
的
観
念
的
な
思
考
に

傾
斜
す
る
護
り
を
菟
れ
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
前
言
は
措
て
置
き
、
當
初
に
お

い
て
諸
學
者
の
共
同
討
議
を
経
た
此
の
「
近
代
國
家
論
」
の
構
想
に
つ
き
今
暫

く
紹
介
を
試
み
る
。
「
近
代
國
家
論
」
は
全
三
巻
を
以
て
完
結
し
（
第
三
部
「
自

由
」
の
み
未
完
）
筆
者
が
取
撃
げ
た
「
第
一
部
穂
力
」
は
そ
の
全
構
成
の
一
部

で
あ
る
。

　
該
書
（
第
一
部
）
の
み
を
以
て
も
、
蜷
山
、
堀
、
加
藤
、
中
村
⑳
諸
教
授
の

螢
作
よ
り
成
つ
て
居
り
、
限
ら
れ
た
紙
面
を
以
て
既
刊
の
「
機
能
編
」
を
も
取

墨
げ
る
事
は
諸
著
者
の
眞
意
を
傳
え
る
に
鹸
り
に
暴
墨
と
考
え
ら
れ
、
今
同
は

「
第
一
部
構
力
」
編
の
み
に
止
め
た
亥
第
で
あ
る
。
「
近
代
國
家
論
全
三
雀
」
の

構
成
ば
、
「
第
一
部
灌
力
」
「
第
二
部
機
能
」
「
第
三
部
自
由
」
の
三
観
馳
に
政
治
學

に
お
け
る
間
題
黙
の
所
在
を
提
示
し
、
從
來
の
國
家
論
の
構
成
と
は
い
さ
さ
か

趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
政
治
現
象
を
「
罐
力
」
を
中
心
と
す
る
面
－

ー
支
配
の
観
馳
よ
り
見
た
政
治
現
象
1
、
「
自
由
」
を
中
心
と
す
る
面
－
被

支
配
の
立
場
よ
り
考
察
さ
れ
た
政
治
現
象
ー
ー
、
及
び
、
「
灌
力
」
と
「
自
由
」
の

爾
面
の
接
鰯
交
渉
す
る
面
に
現
わ
れ
た
政
治
現
象
と
し
て
の
「
機
能
」
を
中
心

と
す
る
面
に
、
政
治
學
の
基
本
問
題
馳
が
提
起
さ
れ
て
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
近
代
國
家
」
を
一
個
の
場
と
し
て
思
考
し
そ
こ
に
現
わ
れ
る
穂
力
現
象
、
機

能
現
象
、
権
力
護
動
に
抗
す
る
自
由
意
思
の
作
用
を
封
象
と
し
て
分
析
し
三
部



作
的
構
成
に
よ
つ
て
政
治
學
の
メ
ト
ー
デ
を
一
歩
進
展
せ
し
め
る
と
共
に
、
覗

角
を
攣
え
て
見
れ
ば
、
「
近
代
國
家
」
と
い
弓
互
大
に
し
て
複
雑
な
「
b
o
〈
一
㌣

嘗
曽
β
」
を
解
剖
し
て
そ
の
有
機
的
諸
關
聯
を
明
示
せ
る
試
み
で
あ
る
と
も
解
せ

ら
れ
る
。
以
下
紹
介
の
筆
を
進
め
る
が
そ
の
順
序
と
し
て
は
、
該
書
に
牧
容
せ

ら
れ
た
順
を
追
う
の
が
筆
者
と
し
て
は
要
當
と
考
え
ら
れ
る
。

　
因
み
に
當
書
「
近
代
國
家
論
」
（
第
一
部
擢
力
）
は
以
下
に
示
す
四
名
の
教
授

町
論
設
に
よ
り
捲
當
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
元
東
犬
教
授
蟻
山
政
道
氏
に
よ

る
「
國
際
批
會
に
お
け
る
國
家
主
権
」
東
大
教
授
堀
豊
彦
氏
に
よ
る
「
國
家
主

権
の
絶
謝
性
」
京
大
教
授
加
藤
新
準
氏
に
よ
る
「
國
家
灌
力
の
正
統
性
」
法
政

大
學
教
授
中
村
哲
氏
に
よ
る
「
國
家
擢
力
の
墜
革
」
の
四
編
の
論
文
で
あ
る
。

　
⇔
　
蝋
山
教
授
の
「
國
際
肚
會
に
お
げ
る
國
家
主
灌
」
な
る
論
文
は
、
ま
ず

第
一
節
（
主
題
の
意
義
）
と
し
て
二
度
の
世
界
大
職
を
脛
瞼
し
て
な
お
「
現
實

の
世
界
情
勢
と
各
種
の
準
和
論
策
と
の
矛
盾
叉
は
手
和
論
者
の
デ
イ
レ
ン
マ
」

（
四
頁
）
が
存
在
し
て
い
る
現
實
を
、
如
侮
に
理
解
し
究
明
す
べ
き
で
あ
る
か
と

い
う
問
題
提
起
よ
り
出
稜
し
て
居
ら
れ
る
。
印
ち
「
近
代
國
家
を
『
國
際
杜
會

に
お
け
る
國
家
主
権
』
と
い
う
が
如
き
側
面
か
ら
研
究
す
る
こ
と
は
、
根
本
的

に
政
治
現
象
の
本
質
か
ら
再
吟
昧
し
て
か
か
る
必
要
を
示
唆
し
て
い
覧
。
」
（
五

頁
）
と
さ
れ
、
第
二
節
「
近
代
國
家
の
形
成
と
主
権
」
に
お
か
て
、
F
．
L
．

シ
ュ
ー
マ
ン
教
授
の
近
著
（
筆
者
註
・
H
暮
O
旨
暮
冒
昌
巳
男
O
一
註
窃
お
麻
o
o
）

に
お
け
る
「
國
家
主
擢
概
念
」
「
國
際
法
諸
原
則
」
「
勢
力
均
衡
の
諸
政
策
」
の
三

礎
石
に
依
擦
す
る
「
西
厭
國
家
膿
系
」
（
ミ
Φ
鴇
o
旨
oo
富
言
の
嶺
言
琶
）
の
概

念
を
引
用
さ
れ
、
此
の
西
厭
國
家
膿
系
の
構
造
を
分
析
す
る
事
に
依
つ
て
近
代

國
家
の
形
成
を
考
究
せ
ん
と
企
て
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
「
近
代
國
家
が
中
世
の
封
建
的
政
治
批
會
と
異
つ
て
い
る
著
し
い
黙
は

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

そ
の
非
宗
教
性
、
地
域
性
お
よ
び
統
一
性
の
三
黙
で
あ
ろ
う
。
」
（
九
頁
）
と
述

べ
ら
れ
、
非
宗
教
性
の
面
に
お
い
て
は
、
中
世
的
國
家
観
念
よ
り
脱
皮
し
た
近

代
國
家
主
権
は
、
ボ
■
ダ
ソ
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
た
「
唯
一
、
不
可
分
、
不

譲
渡
」
の
特
質
を
有
し
、
そ
の
後
の
墜
、
遷
を
述
べ
ら
れ
「
主
穂
と
い
弓
概
念
も

歴
史
的
に
攣
化
す
る
杜
會
的
内
容
を
有
す
る
概
念
に
過
ぎ
な
い
」
（
一
〇
頁
）
事

を
指
摘
さ
れ
、
地
域
性
の
面
に
お
い
て
は
、
「
地
域
的
な
主
糎
國
家
の
特
徴
は
、

上
定
の
廣
さ
ー
當
時
の
生
養
諸
力
の
程
度
と
市
民
批
會
の
要
望
と
に
叶
5
－

1
の
地
域
を
國
家
の
領
域
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
上
に
重
な
り
合
つ
て
存
在
し

て
い
た
中
世
的
重
暦
的
支
配
を
一
掃
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
（
二
一
頁
）
と
領

土
主
灌
の
特
徴
を
論
ぜ
ら
れ
る
。
更
に
以
上
二
つ
σ
近
代
國
家
の
特
徴
は
、
そ

の
背
景
と
し
て
近
代
國
家
の
統
一
性
に
根
本
酌
要
因
を
求
め
ら
れ
、
「
乞
暮
ざ
午

巴
一
昌
」
の
概
念
を
論
究
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
教
授
は
、
國
家
主
鰹
は
二
重

的
異
質
的
性
格
を
内
包
し
て
い
る
事
を
指
摘
さ
れ
、
此
の
「
含
巴
貯
目
」
（
印
ち

國
家
主
標
の
國
内
的
關
係
と
國
際
的
關
係
の
爾
面
）
が
「
國
家
主
権
に
内
在
す

る
矛
盾
の
根
源
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
攣
遜
を
冤
れ
な
い
原
因
な
の
で
あ

る
」
（
一
七
頁
）
と
論
じ
、
「
國
家
主
確
の
内
容
と
そ
の
攣
遜
」
「
主
権
の
所
在
と

攣
遷
」
「
主
確
の
機
能
と
墜
遽
」
を
略
述
さ
れ
て
第
四
節
「
主
権
國
家
の
國
際
關

係
」
に
論
を
移
行
さ
れ
る
。

　
此
の
節
は
更
に
「
主
灌
國
家
と
國
際
法
」
「
主
権
國
家
と
勢
力
均
衡
」
の
三

項
に
分
た
れ
、
前
項
は
「
グ
ロ
ー
テ
イ
ユ
ス
の
『
國
民
の
共
同
批
會
（
O
o
旨
，

ヨ
g
三
身
9
星
試
o
緩
）
』
と
い
弓
観
念
も
、
そ
の
實
質
は
主
灌
者
た
る
專
制
君

主
の
相
互
關
係
か
ら
成
立
」
（
二
五
頁
）
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
「
主
樒
の
君
主

的
構
浩
と
國
際
法
」
並
び
に
「
國
民
國
家
と
國
際
法
」
の
二
段
階
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
。
後
項
、
印
ち
「
主
灌
國
家
と
勢
力
均
衡
」
に
お
い
て
は
、
「
勢
力
均
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
＝
一
四
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

と
い
5
の
は
、
こ
れ
を
静
的
な
意
昧
に
お
い
て
は
、
一
定
の
國
際
状
態
又
は
條

件
を
意
昧
し
、
こ
れ
を
動
的
に
見
れ
ば
一
定
の
政
策
又
は
原
則
を
意
昧
す
る
一

（
一
一
＝
一
頁
）
と
概
念
さ
れ
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
、
L
・
オ
ツ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の

所
読
（
筆
者
註
航
炉
O
署
窪
げ
①
一
ヨ
”
冒
ε
導
暮
一
9
巴
b
即
名
田
8
）
に
求

め
ら
れ
て
い
る
。
又
、
「
勢
力
均
衡
は
肚
會
的
均
衡
（
器
9
箪
8
9
目
酵
ご
巨
）

の
一
種
と
見
る
べ
き
で
あ
る
ー
中
略
－
敷
箇
の
自
主
的
な
力
の
主
膿
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
一
定
の
構
造
的
瞠
系
に
お
け
る
一
種
の
安
定
の
こ
ど
を
意
味
す

る
。
」
（
三
五
頁
）
と
勢
力
均
衡
の
「
意
味
と
性
質
」
を
論
ぜ
ら
れ
、
更
に
「
勢

力
均
衡
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
維
持
せ
ん
と
す
る
國
々
の
政
治
的
性

格
が
大
膿
に
お
い
て
固
調
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
し
そ
う
い
弓
政

治
的
條
件
が
あ
れ
ば
権
力
政
治
を
前
提
と
す
る
勢
力
均
衡
と
い
5
原
則
や
政
策

と
矛
盾
し
て
來
る
」
（
三
八
頁
）
と
勢
力
均
衡
の
「
諸
條
件
」
を
考
究
し
て
居
ら

れ
る
。
第
五
節
は
「
國
際
政
治
の
構
造
的
攣
化
」
と
表
記
さ
れ
今
世
紀
に
至
り

西
厭
國
家
膣
系
の
所
差
で
あ
る
勢
力
均
衡
の
原
則
は
、
西
厭
國
家
艦
系
－
に
封
す

る
外
部
よ
り
の
匪
力
に
よ
つ
て
そ
の
方
式
の
崩
壌
を
必
然
化
さ
れ
、
こ
の
國
際

政
治
の
新
し
い
一
般
的
危
機
を
救
濟
す
べ
く
登
場
し
た
も
の
は
集
團
保
障
方
式

で
あ
る
事
を
述
べ
、
そ
の
「
構
造
的
意
義
」
並
に
「
集
團
保
障
の
心
理
と
國
家

主
催
」
に
細
論
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
六
節
は
「
國
際
肚
會
と
國
家
主
灌
の

將
來
」
で
あ
り
、
從
來
の
主
権
概
念
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
ド
グ
マ
と
し
て
の

國
家
主
権
の
誤
謬
を
指
摘
さ
れ
、
「
國
家
主
灌
の
ド
グ
マ
が
如
何
な
る
こ
と
を
読

こ
う
と
も
、
國
家
主
糎
の
内
容
と
機
能
と
は
、
各
國
家
の
墜
遷
と
國
際
批
會
の

饗
化
と
に
雁
じ
て
、
徐
々
に
墜
化
し
て
來
て
い
る
」
（
五
六
頁
）
二
重
的
性
質
を

有
す
る
政
治
的
事
實
と
し
て
の
國
家
主
罐
を
ベ
ト
ー
ネ
ン
さ
れ
、
そ
の
意
味
で

の
國
家
主
灌
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
國
際
關
係
へ
の
二
重
的
性
質
の
原
因
を
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
一
二
五
）

國
家
の
内
面
的
墜
革
に
求
め
ら
れ
「
世
界
國
家
の
護
達
は
、
同
時
に
國
民
國
家

の
内
面
的
攣
化
－
民
主
々
義
化
1
を
俘
つ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
六
二

頁
）
と
し
、
更
に
、
現
代
の
人
類
は
そ
の
國
際
肚
會
生
活
形
式
を
形
成
し
つ
つ

あ
る
も
未
だ
そ
れ
へ
の
心
的
態
度
の
未
襲
展
を
述
べ
ら
れ
、
著
者
の
世
界
國
家

の
構
想
と
し
て
「
世
界
國
家
は
國
際
肚
會
の
上
に
成
立
さ
れ
る
の
で
な
く
て
世

界
共
同
肚
會
の
上
に
、
そ
の
機
關
と
し
て
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
六
五
頁
）
と
蹄
論
さ
れ
て
い
る
。

　
㊤
　
堀
激
授
の
分
捲
に
依
る
「
國
家
主
権
の
絶
封
性
」
な
る
論
読
は
冒
頭
ま

ず
．
「
政
治
學
的
概
念
や
理
読
は
多
か
れ
少
な
か
れ
一
種
の
ポ
レ
ミ
イ
ー
ク
な
概

念
（
男
o
一
〇
ヨ
一
ψ
魯
霞
団
o
鴨
篤
）
で
あ
る
」
（
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
「
そ
の
理
読

な
り
概
念
な
り
の
周
邊
的
事
情
の
墜
化
や
、
そ
れ
自
膿
の
内
在
的
性
質
な
ら
び

に
外
延
的
事
情
が
異
攣
に
遭
遇
す
る
よ
う
な
と
き
な
ど
、
自
ら
の
性
格
を
根
本

的
に
轄
換
す
る
こ
と
さ
へ
し
ば
し
ば
観
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
纏
の
概
念
な
ど

は
そ
の
よ
5
な
類
い
の
性
質
を
有
す
る
、
い
ち
じ
る
し
い
典
型
的
な
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
」
（
三
頁
）
と
主
灌
の
性
格
を
規
定
さ
れ
る
。
然
し
て
此
の
主
灌
概

念
は
近
代
國
家
の
属
性
な
る
故
、
近
代
國
家
成
立
の
要
因
を
思
惟
す
る
事
が
論

題
の
第
一
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
、
①
政
治
的
肚
會
的
原
由
、
ω
経
濟
的
原
由
、

⑧
思
想
的
原
由
の
三
系
統
よ
り
考
察
を
展
開
さ
れ
る
。
ω
に
お
い
て
は
、
中
世

政
治
肚
會
が
灌
力
の
多
元
性
と
国
凶
①
轟
容
圧
o
並
び
に
肚
會
關
係
（
封
建
關

係
）
は
私
法
的
關
係
に
あ
つ
た
も
の
が
如
何
に
し
て
一
元
的
に
統
一
化
さ
れ
た

か
の
究
明
に
向
わ
れ
「
蜜
＆
霞
冨
》
冨
o
冒
言
冒
o
β
鷲
畠
『
」
の
成
立
過
程
を

考
察
さ
れ
て
い
る
。
⑧
に
お
い
て
は
、
ω
「
ギ
ル
ド
の
衰
微
」
と
㈲
「
農
村
脛

濟
の
攣
革
」
の
二
要
因
を
撃
げ
、
貨
幣
経
濟
、
・
商
業
資
本
の
稜
蓮
、
費
買
市
場

の
擬
大
等
々
を
以
つ
て
近
代
資
本
主
義
輕
濟
ど
近
代
國
家
の
成
立
の
聯
關
を
橡



誰
さ
れ
る
。
農
村
脛
濟
の
墜
革
の
顯
現
形
態
は
、
貨
幣
脛
濟
に
よ
る
地
代
（
物

納
關
係
↓
金
納
關
係
）
と
小
作
農
の
襲
生
に
お
い
て
論
じ
て
居
ら
れ
る
。
⑧
に

お
い
て
は
、
国
窪
讐
器
讐
8
と
園
9
自
舅
讐
ご
β
を
取
墨
げ
、
マ
キ
ア
ヴ
エ

リ
の
政
治
理
念
を
「
彼
の
斯
檬
な
國
家
手
段
の
肯
定
的
承
認
は
『
國
家
』
の
概

念
の
確
立
と
『
國
家
』
存
在
の
ジ
ヤ
ス
テ
イ
フ
イ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
と
の
た
め
で
あ

つ
た
こ
と
を
洞
察
し
て
事
態
を
正
し
く
理
解
」
（
二
六
頁
）
す
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
又
「
ル
ネ
ヅ
サ
ン
ス
の
精
紳
志
向
な
ら
び
に
そ
の
精
髄
は
宗
教
改

革
の
成
就
を
侯
つ
て
眞
に
大
成
さ
れ
、
ー
巾
略
i
宗
教
改
革
の
窮
極
的
偉
業
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

し
て
近
代
國
家
が
確
立
」
（
二
八
頁
）
し
た
事
を
論
謹
さ
れ
る
。
第
二
節
に
お
い

て
は
、
「
近
代
國
家
の
本
質
、
と
り
わ
け
そ
の
第
一
期
的
形
態
と
し
て
の
近
代
民

族
的
專
制
君
主
國
家
の
本
質
ば
、
灌
力
政
治
の
原
理
を
も
つ
て
貫
徹
せ
ら
れ
る

こ
と
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
な
に
も
の
か
ら
も
拘
束
を
受
け
な

い
絶
劉
性
の
要
請
で
あ
つ
た
。
」
（
三
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
「
君
主
主
灌
読
」
「
開

明
專
制
君
主
國
家
に
お
け
る
君
主
主
権
説
」
「
人
民
主
灌
読
」
「
國
家
主
灌
読
」
と

近
代
國
家
主
灌
論
の
展
開
過
程
を
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
、

　
然
し
て
、
擾
乙
観
念
主
義
學
派
の
國
家
観
の
志
向
が
「
國
家
主
権
の
絶
封
性

の
思
想
の
増
強
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
深
甚
で
あ
り
、
多
元
的
政
治
論
の
提
起
せ

ら
れ
た
一
つ
の
原
由
」
（
八
六
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
國
家
主
擢
絶

蜀
性
の
思
惟
に
到
す
る
一
つ
の
反
批
到
と
し
て
、
コ
ー
カ
ー
（
劉
譲
ひ
O
鼻
霞
）

フ
イ
ッ
ギ
ス
（
ト
2
の
閂
一
騎
鳴
富
）
バ
ー
カ
ー
（
掴
。
閃
騨
冠
犀
①
増
）
ラ
ス
キ
ー
（
匡
．
9

ピ
器
ざ
）
の
所
謂
「
男
o
一
一
誌
o
巴
国
霞
巴
冒
冒
」
の
諸
説
を
第
三
節
に
撃
げ
、
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
第
四
節
を
「
全
瞠
主
義
的
國
家
學
読
」
と
表
題
さ
れ
て
政
治
的
多
元
主
義
の

具
膣
的
意
義
は
、
ヌ
全
豊
主
義
國
家
』
（
目
9
巴
客
籠
一
弩
聾
暮
Φ
）
乃
至
『
全
膿

國
家
』
（
円
9
巴
段
ω
畠
暮
）
に
封
し
、
ひ
ろ
く
一
般
的
或
い
は
原
理
的
に
は
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

猫
裁
制
型
の
絶
封
主
義
擢
威
國
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
封
す
る
方
面
」
（
一
コ
一
一

頁
）
に
あ
り
と
さ
れ
、
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
、
就
中
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
「
全
瞠
國

家
」
よ
り
「
罐
威
國
家
」
へ
更
に
叉
「
指
導
者
國
家
」
へ
の
國
家
理
念
の
展
開
を

論
述
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
國
家
理
念
は
今
亥
大
職
に
よ
つ
て
崩
壊
し
た
も
の
の
、

「
こ
れ
に
よ
つ
て
政
治
的
多
不
王
義
の
課
題
が
完
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
（
一

二
四
頁
）
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

　
㈲
　
次
に
加
藤
教
授
の
「
國
家
灌
力
の
正
統
性
」
な
る
論
読
に
移
る
。
教
授

自
か
ら
最
後
に
附
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「
法
哲
畢
的
立
場
」
か
ら
考
究
さ
れ
た

論
述
で
あ
り
、
近
代
國
家
の
属
性
と
し
て
の
「
b
o
讐
犀
岳
ε
　
に
野
置
し
て
、

肚
會
秩
序
の
均
衡
破
綻
と
共
に
出
現
す
る
「
b
①
讐
菖
ヨ
詳
鋒
」
の
祉
會
的
イ
デ

オ
F
ギ
ー
の
分
析
を
な
し
て
居
ら
れ
る
。

　
印
ち
、
第
一
節
「
こ
の
間
題
考
察
の
實
際
的
意
味
」
に
お
い
て
、
「
政
治
的
支

配
の
性
格
が
、
枇
會
・
脛
濟
・
文
化
の
諸
相
に
劉
し
い
か
に
廣
汎
且
深
刻
な
滲

透
力
を
持
つ
て
い
る
か
は
、
例
え
ば
ウ
エ
乳
ハ
ー
が
そ
の
大
著
（
筆
者
註
．

蜜
・
ぐ
唄
o
げ
霞
”
≦
営
諾
9
曽
坤
‘
β
α
O
霧
巴
ぼ
畠
幾
け
）
に
於
い
て
説
き
示
し

で
い
る
所
で
あ
る
。
」
（
七
頁
）
と
被
支
配
階
級
の
政
治
的
支
配
に
封
す
る
唯
慣

性
的
受
動
的
心
的
態
度
を
指
摘
し
、
更
に
「
現
實
の
政
治
権
力
の
機
能
は
、
異

常
の
場
合
を
除
き
原
則
と
し
て
は
輕
濟
的
優
越
者
の
利
釜
を
反
映
し
、
そ
の
方

へ
の
偏
筒
を
示
す
。
」
（
一
一
頁
）
と
述
べ
且
つ
「
階
級
封
立
の
激
化
は
、
合
法

性
に
よ
る
正
當
性
の
代
替
作
用
を
崩
壊
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
」
（
麟
七
頁
）

と
軍
な
る
既
存
の
合
法
性
の
枠
の
中
で
解
決
し
得
ぬ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
脚
し

た
正
當
性
の
信
念
に
基
づ
く
、
政
治
的
正
當
性
を
確
信
す
る
政
治
犯
の
出
現
の

事
情
を
以
て
問
題
考
察
の
實
際
的
意
味
と
し
て
居
ら
れ
る
。
第
二
節
は
「
問
題

の
匠
分
」
と
し
て
政
治
概
念
の
規
定
を
ウ
エ
ー
バ
ー
に
依
振
し
て
提
示
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
　
　
　
（
一
ご
山
ハ
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

更
に
「
政
治
権
力
が
充
分
な
意
味
で
濁
立
化
し
、
統
一
性
．
普
遍
性
を
獲
得
し

た
の
は
近
代
國
家
纏
力
に
至
つ
て
で
あ
る
」
（
二
八
頁
）
と
國
家
権
力
の
分
析
を

ウ
エ
し
ハ
ー
（
目
●
≦
魯
段
）
』
ヘ
ラ
ー
（
甲
国
o
一
一
霞
）
　
の
所
読
を
基
礎
と

し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
節
は
、
「
纏
力
の
正
當
性
（
又
は
正
統
性
）
に
つ
い
て
の
杜
會
的
イ
デ
オ

・
ギ
ー
」
の
分
析
で
あ
り
、
第
四
節
は
、
「
穂
力
の
倫
理
的
正
當
性
の
相
到
主
義

の
立
場
」
に
つ
い
て
述
べ
、
第
五
節
に
そ
の
「
自
然
法
論
の
立
場
」
を
論
じ
、
終

節
は
「
世
界
観
と
制
度
の
間
題
」
と
し
て
、
「
灌
力
の
正
當
性
に
就
て
批
到
的
見

地
に
立
ち
得
る
た
め
忙
は
、
批
判
者
自
身
何
ら
か
の
規
準
・
立
場
を
把
持
し
て

居
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
規
準
が
批
到
者
の
精
紳
の
中
に
、
或
は
明
確
な
理
想

の
形
に
於
て
、
一
定
の
原
理
と
そ
れ
に
從
属
し
た
具
膣
的
諸
目
的
・
諸
手
段
と

の
膣
系
的
聯
關
を
な
し
て
存
す
る
と
、
或
は
多
か
れ
少
か
れ
不
定
形
な
何
ら
か

の
贋
値
意
識
と
し
て
存
在
す
る
と
を
間
わ
ず
。
」
（
九
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
「
世

界
観
」
の
詳
細
な
る
分
析
を
展
開
さ
れ
、
「
制
度
」
と
の
關
聯
を
論
ぜ
ら
れ
て
い

る
。

　
㊨
　
最
後
は
、
中
村
教
授
の
分
捲
に
よ
る
「
國
家
権
力
の
攣
革
」
な
る
論
説

で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
簡
略
に
紹
介
す
る
。
中
村
教
授
は
「
國
家
灌
力

の
墜
革
」
過
程
を
軍
な
る
歴
史
的
生
成
護
展
の
實
際
的
説
明
に
よ
ら
ず
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
革
命
及
び
プ
・
レ
タ
リ
ヤ
革
命
を
通
じ
て
、
革
命
の
本
質
的
性
格
を
邉

求
さ
れ
、
イ
ソ
ナ
ー
リ
ヅ
ヒ
に
分
析
し
て
居
ら
れ
る
。
印
ち
、
第
一
節
「
國
家

椹
力
の
形
成
」
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
の
所
説
を
中
心
と
し
、

「
穂
力
機
構
と
し
て
の
國
家
」
を
取
墨
げ
、
中
央
集
権
的
國
家
灌
力
こ
そ
は

「
絶
封
主
義
の
没
落
期
に
お
い
て
護
生
」
（
六
頁
）
し
た
と
の
レ
ー
ニ
ン
の
所
読

よ
り
「
國
家
権
力
の
形
成
者
と
し
て
の
絶
封
主
義
」
を
、
「
絶
封
主
義
の
國
家
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
一
二
七
）

念
」
並
び
に
「
軍
隊
」
「
警
察
≒
裁
到
」
の
諸
制
度
を
具
有
す
る
「
絶
封
主
義
國

家
の
罐
力
構
造
」
に
分
け
て
詳
読
さ
れ
第
二
節
に
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
國
家
の
形
成

と
改
革
」
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
性
格
」
及
び
「
ブ
ル
ジ
コ
、
ア
國
家
に
お
け

る
改
革
」
の
二
項
に
分
つ
て
論
じ
、
第
三
節
は
、
「
プ
・
レ
タ
リ
ャ
革
命
の
性

格
」
と
し
で
、
「
プ
・
レ
タ
リ
ヤ
國
家
の
権
力
構
造
」
及
び
「
革
命
の
暴
力
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
分
け
て
論
考
さ
れ
て
い
る
。
前
述
せ
る
如
く
、
中
村
教
授
の
所
論
は
、
前
三

者
の
立
場
と
異
り
「
灌
力
」
を
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
方
法
論
に
よ
つ
て
そ
の
「
内

在
的
性
格
」
を
ベ
ト
ー
ネ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
諸
著
者
の
眞
意
を
傳
え
る
に
飴
り
に
雑
駁
な
紹
介
に
終
つ
た
が

本
書
は
全
膿
と
し
て
問
題
の
核
心
を
明
確
に
讃
者
に
理
解
せ
し
め
て
鹸
顧
が
な

い
も
の
で
あ
る
。

常
稿
の
校
正
中
に

く
o

（
多
田
眞
鋤
）

「
第
三
部
白
由
」
編
も
刊
行
せ
ら
れ
た
事
を
附
記
し
て
お


